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第１条 適用 
本特記仕様書は、橋梁点検業務に適用する。 
本特記仕様書に明示なき一般事項は「福島県土木部共通仕様書（業務委託編）」

に基づく。 
 

第２条 履行期間 
本業務の履行期間は契約の翌日から令和○○年○○月○○日までとする。 

 
第３条 履行場所 
  本業務の履行場所は福島県○○建設事務所管内とする。 
 
第４条 使用図書 
  本業務で使用する図書は、共通仕様書のほか、「福島県橋梁調査点検マニュアル

（案）」（平成３０年１月福島県土木部）とする。 
 
第５条 目的 

本業務における点検は、安全で円滑な交通の確保及び沿道や第三者への被害防止

を図るため、維持管理上必要な情報を得ることを目的とし、また、橋梁の損傷程度

の評価及び健全度ランクの判定を行い、予防的な修繕計画の基礎資料とする。 
 
第６条 対象橋梁 

点検の対象とする橋梁は別途に示すものとする。 
 
第７条 準備作業 

点検を実施するに当たり、業務計画書を作成し、必要となる資料の整理等に要す

る準備作業を対象とする。 
 
第８条 現地踏査 

点検業務に先立って、現地の交通状況、点検に伴う交通規制方法、点検方法等に

ついて検討するための現地踏査を対象とする。 
 
第９条 調査点検 

橋梁点検の項目及び方法は「福島県橋梁調査点検マニュアル（案）」に示すと

おりとし、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を図るための

橋梁にかかわる維持管理を効率的に行うために必要な情報を得ることを目的に

実施し、損傷状況の把握、点検結果の記録を行うもの。 
   点検は近接目視を基本とし、所定の点検調書を用い、該当する損傷状況に○印

を付ける方法にて行う。 
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第１０条 点検結果とりまとめ 
  橋梁点検の結果をとりまとめ、損傷図及び損傷写真等を含めた点検調書一式を完

成させ、報告書を作成する作業を対象とする。なお、貸与された橋梁台帳について、

橋梁点検の結果より、記載情報に現地との差異が認められた場合には、その報告を

行う。 
 
第１１条 成果品の提出 

本業務の成果品は以下のものとする。 
１．総括     ：３部（電子媒体２部及び簡易製本版１部） 
２．点検結果集計表：３部（電子媒体２部及び簡易製本版１部） 
３．点検調書   ：３部（電子媒体２部及び簡易製本版１部） 
４．その他監督員の指示するもの。 
 

第１２条 貸与資料 
本業務の貸与資料は以下のものとする。 
１．橋梁台帳 
２．その他業務履行上必要な発注者の所有する資料 

 
第１３条 打合せ 

業務に関する打合せ記録の整理は受注者が行うものとし、打合せ後速やかに提出

する。 
なお、打合せ回数は３回を予定するものとし、業務着手時及び完了時には管理技

術者が出席する。 
 
第１４条 緊急対応の判断 

点検する橋梁に第三者等へ被害の恐れが懸念される状態、構造上安全性が著しく

損なわれている状態等が確認された際は、速やかに監督員に報告し、対応を協議す

る。 
 
第１５条 安全管理 

交通状況に即した適切な保安施設を設けるなどして、安全管理に努めるものとす

る。 
緊急連絡体制を事前に構築し、その体制に基づいて事故発生時等は迅速に必要な

対応を行うものとする。 
 
第１６条 他機関との協議 

点検を行う際に、河川管理者、鉄道会社、公安委員会及び他の道路管理者等との
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協議が必要となった場合は、監督員に報告し対応を協議のうえ、適切な対応を行う

ものとする。 
 
第１７条 管理技術者 
 １ 本業務の管理技術者は、「福島県土木部共通仕様書（業務委託編）」第１１０７

条及び第１１０７条「総則の運用」に基づくものとする。 
２ 本業務では、「福島県土木部共通仕様書（業務委託編）」第１１０７条「総則の

運用」に以下の資格を追加する。 
（１）ふくしまＭＥ（防災）（ふくしまインフラメンテナンス技術者育成協議会） 
（２）ふくしまＭＥ（保全）（ふくしまインフラメンテナンス技術者育成協議会） 
（３）コンクリート診断士（（公社）日本コンクリート学会） 
（４）土木鋼構造診断士（（一社）日本鋼構造協会） 
（５）一級構造物診断士（（一社）日本構造物診断技術協会） 
３ ただし、ふくしまＭＥ（防災）の資格保有者を管理技術者として配置する場合

は、橋梁（コンクリート橋）又は橋梁（鋼橋）の点検診断業務における担当技術

者としての履行実績を１件以上有するものとし、発注者へ管理技術者の経歴書を

提出する際に、該当業務における業務実績情報システム（以下、「テクリス」と

いう。の業務実績情報の写し等を併せて提出すること。 
４ 第３項の履行実績について、提出書類に虚偽の記載をした場合においては、工

事等の請負契約に係る入札参加資格制限等の措置を行うことがある。 
５ 受注者は、第２項に記載している民間資格保有者を管理技術者へ配置した場合

は、テクリスの業務概要に「民間資格活用：○○○」（○○○は、活用を図った

資格）と記載すること。 
 
第１８条 新技術活用の検討 
受注者は、点検の実施にあたり、国土交通省の新技術情報提供システム（ＮＥＴＩ

Ｓ）等を利用し、有用な新技術・新手法を積極的に活用するため、「従来技術」との

比較検討を行うものとし、監督員と協議のうえ、採用する手法等を決定した後に点検

を行うものとする。「ＮＥＴＩＳ掲載期間終了技術」は新技術の対象外とし、「従来技

術」とは技術の優位性等により一般に活用されている技術を示す。 
なお、本検討に係る費用は諸経費に含まれるものとする。 
 


